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1. 60歳到達時の同日得喪について

目次へ戻る↑　3

1. 「退職日」「社会保険喪失日」「離職日」を

入力し、喪失手続きをおこないます。

2. 手続き終了後、健保NO・取得日・喪失日等を

その他タブの任意の場所へ記録します。

3. 新しい取得日・健保NO・報酬月額等を入力し

喪失に関する情報を削除して、取得手続きを

おこないます。

＜マイナンバー管理に伴うご注意＞

同日得喪を行う場合は、個人情報の登録は2つに分けず

1つで管理します。

(既に同一人データが2つ以上存在する場合は、最後に

登録されたデータにのみマイナンバーを登録します。)
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● 70歳到達届では、社保喪失日を入力しなくても自動的に誕生日から自動計算された日付が表示されます。
● 社会保険の喪失日が入っていると、社会保険料の計算処理(保険料通知等の作成)がおこなえません。
● 二以上勤務者である場合は、「70歳以上被用者」「二以上勤務者」のどちらにもレ点を入れます。

2. 在職中に70歳に到達した人の個人情報登録について
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1. 厚生年金の等級をクリアします。

2. 社会・雇用保険関係タブで「70歳以上被用者」に

レ点を入れます。

※「70歳到達届」を作成する際に、個人情報を

「70歳以上被用者」に設定することも可能です。
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● 社会保険の喪失日が入っている場合は、社会保険料の計算処理(保険料通知等の作成)がおこなえません。
● 二以上勤務者である場合は、「70歳以上被用者」「二以上勤務者」のどちらにもレ点を入れます。

3. 70歳以上で入社した人の個人情報登録について
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1. 健康保険の等級のみ入力します。

2. 社会・雇用保険関係タブで「70歳以上被用者」に

レ点を入れます。
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● 月額変更届や算定基礎届で等級の変更があった場合は、事業所ファイル＞ツール＞標準報酬更新から一括で変更できます。
詳細は標準報酬月額の更新操作マニュアルをご参照ください。

● 二以上勤務者である場合は、「70歳以上被用者」「二以上勤務者」のどちらにもレ点を入れます。
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1. 社会保険の喪失日を入力します。

2. 社会・雇用保険関係タブで「70歳以上被用者」に

レ点が入っているのを確認します。

3. 社会保険資格喪失届を申請した後、「健保NO」と

「健康保険の等級」を削除し「厚生年金の等級」

を入力します。

※厚生年金の等級は、月変、賞与、算定の届出に使用

します。

4. 在職中に75歳に到達した人の個人情報登録について
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● 75歳以上の方の退職により70歳以上被用者不該当届の提出をする際も、一時的に社保取得日にダミーの日付(入社日等)を入力し、届出
作成をしてください。

● 二以上勤務者である場合は、「70歳以上被用者」「二以上勤務者」のどちらにもレ点を入れます。

5. 75歳以上で入社した人の個人情報登録について

1. 暫定的に報酬月額と厚生年金の等級を登録します。

2. 社会・雇用保険関係タブで「70歳以上被用者」に　　

レ点を入れます。

3. 70歳以上被用者該当届を作成する際には、一時的に　

社保取得日を入力します。ダミーの日付(入社日等)で

構いません。届出後に社保取得日を空欄にします。
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